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呉
市
の
失
業
対
策 

一 

呉
地
区
に
お
け
る
失
業
情
況
を
呉
公
共
職
業
安
定
所
の
報
告
に
つ
い
て
見
る
と
、
昨
年
十
二
月
に
お
い
て
は
、
求
職
の

申
込
を
し
た
日
雇
労
働
者
は
四
、
四
三
三
人
で
あ
り
、
延
求
職
者
数
は
五
七
、
七
四
四
人
と
な
つ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
延
求
人
数
は
五
○
、
○
四
九
人
、
延
就
職
者
数
は
五
三
、
二
六
一
人
で
あ
つ
て
、
未
就
職
者
延
数
は
四
八
、

九
〇
二
人
と
な
つ
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
延
求
人
数
は
四
九
、
〇
五
五
人
で
あ
り
、
就
職
者
延
数
は
四
一
、
四
四
六
人
で
あ
つ
て
、
未
就
職
者
延

数
は
一
六
、
二
九
八
人
で
あ
つ
た
。
本
年
一
月
中
の
状
況
は
、
求
職
申
込
を
し
た
臨
時
及
び
日
雇
労
働
者
数
は
五
、
二
五

六
人(

男
三
、
七
七
九
人 

女
一
、
四
七
七
人)
で
あ
り
、
求
職
者
延
数
は
、
九
八
、
九
五
一
人
に
激
増
し
て
い
る
。 

昨
年
八
月
以
降
の
傾
向
を
見
る
と
、
求
職
者
延
数
は
八
月
三
二
、
二
五
〇
人
、
九
月
四
八
、
四
九
七
人
、
十
月
四
○
、

八
六
一
人
、
十
一
月
四
三
、
二
一
四
人
と
増
加
し
て
来
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
失
業
対
策
事
業
は
、
第
三
・
四
半
期 

衆
議
院
議
員
春
日
正
一
君
提
出
呉
市
の
失
業
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



二 

呉
市
に
お
け
る
本
年
一
月
の
一
人
当
り
就
労
日
数
は
、
前
記
の
本
年
一
月
の
求
人
求
職
状
況
よ
り
判
断
す
る
と
十
日
な

い
し
十
五
日
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
政
府
と
し
て
は
右
の
如
く
失
業
対
策
事
業
の
拡
大
及
び
公
共
事
業
へ
の
失
業
者
の
吸

收
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
就
労
日
数
の
増
加
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
雇
失
業
保
險
金
の
給
付
と
相
俟
つ
て
そ
の
救

済
の
万
全
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

当
初
五
〇
〇
人
を
実
施
し
た
が
、
十
一
月
一
日
よ
り
更
に
一
二
〇
人
を
追
加
し
、
第
四
・
四
半
期
に
お
い
て
は
、
失
業
情

況
を
勘
案
し
て
一
挙
に
一
、
六
五
○
人
と
大
幅
な
増
員
の
措
置
を
と
つ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
今
回
二
月
中
旬
よ
り
二
○

○
人
を
追
加
し
て
合
計
一
、
八
五
〇
人
を
実
施
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
外
呉
地
区
に
お
い
て
は
、
第
四
・
四
半
期

に
お
い
て
、
都
市
計
画
事
業(

事
業
費
六
六
二
万
円
、
延
使
用
人
員
一
六
、
五
五
○
人)

が
公
共
事
業
と
し
て
施
行
さ
れ
、

広
島
市
に
お
い
て
も
都
市
計
画
事
業(

事
業
費
八
、
○
○
○
万
円
、
延
使
用
人
員
四
〇
○
、
○
○
○
人)

が
実
施
さ
れ
る
の

で
、
こ
れ
に
相
当
数
の
失
業
者
が
吸
收
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
県
当
局
と
し
て
も
、
広
島
市
に
行
わ
れ
る
事
業
に
呉
市
の

失
業
者
を
使
用
す
る
た
め
に
自
動
車
の
提
供
等
の
方
途
を
考
え
て
い
る
。 

四 

 



四 

賃
金
は
、
緊
急
失
業
対
策
法
第
十
二
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
、
同
一
地
域
に
お
い
て
同
一
職
種
に
従
事
す
る
労
働

者
に
通
常
支
拂
わ
れ
る
賃
金
の
額
よ
り
も
低
く
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
現
在
一
般
職
種
別
賃
金
額
を
基 

三 
失
業
対
策
事
業
費
の
補
助
率
の
引
上
な
い
し
全
額
国
庫
負
担
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
現
行
補
助
率
の
変
更
は
困

難
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
地
方
財
政
の
困
難
の
た
め
失
業
対
策
事
業
費
の
負
担
の
で
き
な
い
都
市
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
の

で
、
明
年
度
に
お
い
て
は
失
業
対
策
事
業
に
対
す
る
起
債
に
つ
い
て
特
別
の
考
慮
を
拂
う
よ
う
目
下
研
究
中
で
あ
り
、
こ

れ
の
実
現
に
よ
つ
て
地
方
財
政
に
対
す
る
負
担
の
軽
減
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
呉
市
に
対
し
て
は
、
特
に
広
島

県
営
の
失
業
対
策
事
業
を
実
施
す
る
よ
う
県
当
局
と
接
渉
す
る
予
定
で
あ
る
。 

な
お
、
呉
市
に
お
け
る
本
年
の
失
業
対
策
事
業
は
県
営
一
、
四
八
九
万
円
、
市
営
三
、
二
九
八
万
円
で
あ
り
、
呉
市
の

国
庫
補
助
に
対
す
る
負
担
額
は
一
、
一
〇
〇
万
円
と
な
つ
て
い
る
。 

又
本
年
度
に
お
い
て
は
、
呉
市
に
対
し
て
失
業
対
策
事
業
に
認
め
ら
れ
た
起
債
の
金
額
は
一
、
二
○
○
万
円
で
あ
る
。 

五 

 



 

六 

準
と
し
て
、
呉
市
に
お
い
て
は
最
高
二
六
二
円
最
低
一
二
八
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
呉
市
当
局
が
労
働
者
の
能
力
、
作

業
の
情
況
等
を
考
慮
し
て
決
定
し
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
一
月
十
四
日
以
降
、
日
雇
労
働
者
の
所
得
税
の
軽
減
措
置
を

講
じ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
労
務
用
物
資
の
増
配
等
に
努
力
し
、
実
質
的
手
取
額
の
増
大
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

五 

呉
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
特
殊
事
情
か
ら
失
業
問
題
は
單
な
る
失
業
者
の
救
済
措
置
の
み
に
よ
つ
て
は
解
決
困
難
で
あ

り
、
産
業
復
興
方
策
の
具
体
的
樹
立
と
そ
の
実
現
こ
そ
急
務
で
あ
る
。 

市
当
局
は
各
種
の
委
員
会
を
組
織
し
て
呉
市
の
経
済
復
興
に
対
処
し
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
も
一
層
こ
れ
に
協
力
致

し
た
い
。 

六 

政
府
と
し
て
は
、
明
年
度
に
お
い
て
失
業
対
策
事
業
費
四
○
億
円(

本
年
度
一
六
億
五
千
万
円)

公
共
事
業
費
九
七
○
億

円(

本
年
度
六
〇
六
億
円)

を
計
上
す
る
外
、
一
般
及
び
日
雇
失
業
保
險
の
運
用
に
よ
り
当
面
の
失
業
者
救
済
の
万
全
を
期

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
貿
易
の
振
興
見
返
資
金
の
活
用
に
よ
り
産
業
経
済
の
興
隆
に
格
段
の
施
策
を
講
じ
、
失
業
問
題

の
最
終
的
解
決
を
図
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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